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１ 説明会の概要 

1.1 事業者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 

事業者の名称：神戸市 
事業者の住所：兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1 
代表者の氏名：神戸市長 久元 喜造 

 
1.2 対象事業の名称 

（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業 
 
1.3 説明会の開催概要 

（1）変更前の説明会日程等の概要 

以下の内容での説明会開催を予定していたが、開催直前の時期に緊急事態宣言が

兵庫県下に発令されたことを受け、開催方法を変更した。 
変更後の開催方法は、神戸市環境影響評価等に関する条例第 8 条の 4 第 5 項の規

定に基づき、関係地域の住民への説明会資料の配布を行うことにより、説明会開催

に代えた。 
 

【日程】 
第 1 回：令和 3 年 8 月 20 日（金）14：00～15：00 
第 2 回：令和 3 年 8 月 22 日（日）14：00～15：00 
 

【会場名】 
第 1 回：押部谷地域福祉センター第一会議室 
第 2 回：押部谷地域福祉センター第一会議室 
 

【会場の所在地】 
神戸市西区押部谷町西盛字老之本 313 
 

【会場の収容人員】 
25 名程度 
 

（2）説明会資料配布日程 

令和 3 年 8 月 27 日（金） 
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（3）説明会資料配布した地域 

以下の地域のうち、住居を対象に説明会資料を配布した。 

 

・西区押部谷町木見、木津 

・西区伊川谷町布施畑 

・西区櫨谷町寺谷 

・西区見津が丘 

・北区山田町藍那 

 

（4）説明会資料配布数 

374部 

 

（5）周知の方法 

神戸市広報誌（令和 3 年 8 月号）に、事前配慮書説明会の開催案内を掲載し、周

知した。 
また、説明会の変更の案内については、神戸市のホームページ上に掲載するとと

もに、説明会会場に案内を掲示した。 
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２ 説明会の実施結果 

2.1 説明の内容 

説明資料「事前配慮書のあらまし」の配布により、説明の実施に代えた。 
 

2.2 質疑応答の内容 

説明資料配布に伴い、配布資料に係る問合せを縦覧期間中受け付けた。 
その際の質疑応答の内容は、表 1～表 3 に示すとおりである。 

 

表 1 質疑応答の内容（1/3） 

質疑 回答 

【電話による質疑】 

・西神戸ゴルフ場を産業団地に転用する資料

を見たが、周辺は朝夕の通勤車両で渋滞が

発生している。 

・布施畑周辺では、神戸三木線の白川方面か

ら出勤時（7～8時代）に北へ向かう車両が

多い。 

・布施畑の集落を通る道を抜け道に使われて

いる。朝夕の時間帯だけ車両通行禁止の規

制をかけてもらえないか。 

【電話による回答】 

・警察署等、関係機関と情報共有する

とともに、今後の検討を踏まえ、必

要な対策を講じてまいります。 

【電話による質疑】 

・小部明石線の木見と福谷東の間に信号が一

つもなく、朝夕は渋滞するほど交通量も多

いため、なかなか渡れない。新産業団地が

出来ればさらに交通量が増えるのではない

か。また、子供が渡る際に危ないため、旧

寺谷公会堂（現公会堂東側）近傍の櫨谷川

を跨ぐ橋の左岸側に信号を設置してほし

い。 

・南側にも歩道を設置してほしい。 

【電話による回答】 

・警察署や神戸市西神建設事務所等、

関係機関と情報共有するとともに、

今後の検討を踏まえ、必要な対策を

講じてまいります。 

【電話による質疑】 

・バスの増便をしてほしい。また、複合産業

団地への通勤等のため、朝早くや夜遅くの

便を増やしてほしい。 

【電話による回答】 

・神戸市都市局公共交通課等、関係機

関と情報共有するとともに、今後の

検討を踏まえ、必要な対策を講じて

まいります。 

  



- 4 - 

 

表 2 質疑応答の内容（2/3） 

質疑 回答 

【電話による質疑】 

・事業地の近隣の土地所有者である。 

・事業を実施されるにあたり、説明や意見

を言う場がなかった。 

・近隣の土地の評価が上がるなどの影響が

出ると困る。事業を行うにあたり、近隣

の土地所有者への同意が必要ではない

か。 

・団地道路が既存道路に接続する具体の図

面も出来上がっているように見える。 

【電話による回答】 

・この度の手続きは、事業を実施した場

合、周辺の環境にどのような影響がある

かを検討するものです。そのため、現時

点では事業の実施や具体的な内容は決ま

っていません。これまでも自治会への説

明は行っていますが、今後の手続きにお

いても、その都度、説明を行わせていた

だく予定です。 

【電話による質疑】 

・朝夕の通勤時間、木見の交差点と神戸三

木バイパス、旧道神戸三木線にて渋滞が

発生している。新産業団地が出来ればさ

らに渋滞が増加するのではないか。 

・旧道神戸三木線をダンプトラックが頻繁

に通る。抜け道として使われているので

対策を講じてほしい。 

・旧道を通るバスの増便を行ってほしい。

木見の交差点付近にバス停を増設してほ

しい。 

【電話による回答】 

・神戸市都市局公共交通課等、関係機関と

情報共有するとともに、必要な対策を講

じてまいります。 

【電話による質疑】 

・木見川の水を下流の田畑に利用してい

る。濁水防止や防災対策についてしっか

りと取り組んでほしい。 

【電話による回答】 

・今後の検討を踏まえ、必要な対策を講じ

てまいります。 

【電話による質疑】 

・この度はコロナの影響で説明会が開催で

きなかったことは理解できるが、内容が

難しいので、今後は説明会を実施してほ

しい。 

・事業計画や状況について、木見会館で説

明会を実施してほしい。 

【電話による回答】 

・ご要望踏まえ、木見会館での説明会の開

催を検討してまいります。 
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表 3 質疑応答の内容（3/3） 

質疑 回答 

【電話による質疑】 

・小部明石線の朝夕の渋滞がひどい。 

・P3に公共交通機関の利用促進とある

が、具体的に何を考えているのか。 

【電話による回答】 

・現状通勤時間に渋滞が発生していること

は認識しており、公共交通を積極的に活

用いただけるよう、新団地へのバス路線

の引き込み等を検討しています。 

【電話による質疑】 

・小部明石線の渋滞がひどく、旧道神戸三

木線が抜け道として使われる可能性も高

まると思う。 

・ハード対策も検討してほしい。 

【電話による回答】 

・今後の検討を踏まえ、必要な対策を講じ

てまいります。 

【電話による質疑】 

・神鉄藍那駅前（小部明石線）の朝夕の渋

滞がひどく、コンテナやトラックが多く

揺れもある。 

・新しく産業団地が出来れば、さらに渋滞

するのではないか。十分な対策を講じて

ほしい。 

【電話による回答】 

・警察署等、関係機関と情報共有するとと

もに、今後の検討を踏まえ、必要な対策

を講じてまいります。 
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【添付資料】 

・資料 1 配布資料：事前配慮書の説明会の変更について 

   



- 7 - 

 

・資料 2 配布資料：事前配慮書のあらまし（説明資料） 
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・資料 3 説明会広報資料（神戸市広報誌 令和 3年 8月号） 
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・資料 4 説明会の変更（記者発表資料） 
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